
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年７月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２１年９月６日（日） １５時１０分ごろ 

発生場所 日生
ひなせ

港日生防波堤西灯台から真方位０７８°２.１海里付近岡山県備前市 

（概位 北緯３４°４３.９′ 東経１３４°１８.７′） 

事故調査の経過  平成２１年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

水上オートバイ コウセイ．Ｊｒ
じゅにあ

 ０.１トン 

 ２６０－４４１５４岡山、株式会社コウセイ運輸 

 ２.７０ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、５５.９０kＷ、進水年月日不詳、最大搭載人員 ３人 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成１２年８月４日 

  免許証交付日 平成１７年７月５日 

         （平成２２年８月３日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（同乗者Ａ）右足関節不全切断 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａ、同乗者Ｂを後部に乗せ、平

成２１年９月６日（日）１５時００分ごろ、兵庫県赤穂市 真
ま

尾
お

鼻
ばな

沖から備

前市日生町のマリーナに帰航することとしたが、ウェイクボーダーけん
．．

引

用ロープ（以下「ライン」という。）を船首の物入れに収納しなかった。 

 本船は、船長の後部に同乗者Ａが両手でシートにつかまり、その後ろに

同乗者Ｂが同乗者Ａの腰につかまり、時速約４０㎞で帰航を始めた。 

 ラインは、右ステップに長円のコイル状に置かれ、落ちないように船長

が長円の前部を右足で、同乗者Ａがその後部を右足でそれぞれ踏んでい

た。 

 本船は、着桟する予定のマリーナの桟橋に近づいてきたので時速約２５

㎞に減速して航行していたところ、モーターボートが反対方向から同じ桟

橋に着桟しようとしていたので、進路を譲ろうとして、１５時１０分ごろ

右旋回したところ、同乗者２人が落水した。 

 船長は、ラインが切断する音に気付いて本船を停止させたところ、同乗

者Ａの右足首にラインが巻き付いて負傷していることに気付いた。 

 同乗者Ａは、モーターボートの船長の通報により救急車で病院に搬送さ

れた。 
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 気象・海象 

 

天気 晴れ、風向 南南西、風速 約１.９m/s 

海上 平穏、潮汐 下げ潮中央期 

 その他の事項  船長は、長袖のラッシュガードにベスト型のライフジャケットを着用

し、海水パンツをはき、裸足であった。 

 同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、いずれも素肌にベスト型のライフジャケット

を着用し、海水パンツをはき、裸足であった。 

 ラインは、長さ約２０ｍ、直径約１cm の水に浮く合成繊維製で、先端を

本船後部につなぎ、後端に三角形のハンドルが取り付けられていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、日生町沖を航行中、ラインを船首の物

入れに収納していなかったことから、同乗者Ａが

落水した際にラインが同乗者Ａの右足首に巻き付

いたものと考えられる。 

 同乗者Ａは、本船が着桟する予定の桟橋にモー

ターボートが着桟しようとしていたので、進路を

譲ろうとして時速約２５㎞の速力で旋回したこと

により落水したものと考えられる。 

 同乗者Ａは、帰航時に船長の腰につかまるなど

していなかった可能性があると考えられる。 

 船長は、短距離、短時間で帰航できることから

ラインを船首の物入れに収納しなかったものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が日生町沖を航行中、ラインを船首の物入れに収納しな

い状態で航行したため、本船が右旋回した際、同乗者２人が落水し、ライ

ンが同乗者Ａの右足首に巻き付いたことにより発生したものと考えられ

る。 

 




